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１．7 月 6 日、安倍首相とトゥスクＥＵ大統領はＥＰＡ（経済連携協定）の「大枠合意」

を宣言した。2013年の交渉開始決定以来、交渉は難航していた中で急速な進展に至った

ものである。米国のＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）からの離脱、英国のＥＵからの離

脱など、保護主義的な動きが強まる中、日ＥＵは自由貿易を推進していくことになる。 

  ＥＵ側は「関税引き下げの対象は 99％になる」としており、95％の品目での関税撤廃

に合意したＴＰＰを上回る水準になる可能性がある。政府は交渉経過の開示や国民的議

論が不十分なまま、拙速に大枠合意に至ったことは問題であり、交渉経過や合意内容に

ついて説明責任を尽くすべきである。 

 

２．大枠合意を確認した主な関税品目のうち、ＥＵから輸入する①チーズは、3万～5万ト

ンの低関税輸入枠を設け、原則 29.8％の関税を段階的に引き下げて 15 年で撤廃、②豚

肉は、ＴＰＰと同様に差額関税制度を維持し、関税を段階的に撤廃・削減、③パスタ、

チョコレートは関税を 10年で撤廃、④ワインは関税を即時撤廃となった。 

  一方で、日本から輸出する⑤自動車は最高 10％の関税を 7年で撤廃、⑥電子機器は多

くの品目で最高 14％の関税を即時撤廃（テレビは 5 年猶予）、⑦日本酒は関税を即時撤

廃となった。 

なかでもチーズは交渉が難航し、低関税輸入枠の設定によって日本はＥＵ側に譲歩す

ることになり、国産チーズの生産量や、地域経済に大きな影響を与えることになった。

また、菓子類の関税が撤廃され、菓子類の輸入が増加した場合には、これまで使用して

きた砂糖、小麦粉、乳製品などの需要が減少することになり、結果的に国内農業生産の

減少をもたらすことになる。 

 

３．フード連合は、この間連合や政府・政党に対し日ＥＵのＥＰＡは農業や食品産業に影

響を及ぼす可能性があることを踏まえ、懸念される課題についての適切な対応、国会決

議で守るべきものとした重要農産物 5 項目の再生産が引き続き可能となるよう、必要な

国境措置の確保、国民的な議論と合意形成、そして適切な情報開示を求めてきた。 

 

４．今後、「最終合意」に至るまでに、条約文の確定や国会承認など条約締結に向けた手続

きが進められることになる。米国からは日ＥＵのＥＰＡやＴＰＰ以上の内容でＦＴＡ（自

由貿易協定）を求められる可能性もあり、今後も国会で決議された重要農産物 5 項目に

ついては守るべきである。また、ＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済連携）など、アジ

ア圏を含めた幅広い経済連携も重要であり、交渉状況を注視する必要がある。 

フード連合は、「最終合意」までの残された期間、連合や関係する産別と連携して、必

要な国境措置の確保や影響を受ける農家、食品製造業者に対する予算措置など、適切な

対策を求め、とりわけ農業生産の維持発展、地域コミュニティの存続について十分な対

策を講じることを求めていく。 

―以 上― 


